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　　　平成17年度から、公平性・透明性・競争性の向上を目的に、『制限付き一般競争入札』を導入します。�
　　制限付き一般競争入札とは…�
　　　入札案件ごとに、設定された工事実績・技術的適正などの入札参加資格要件を満たしている方が参加�
　　できる競争入札です。�
　 ■実施対象�
　　設計金額が 2 , 0 0 0万円以上の建設工事で実施します。
　■公告の方法�
　　入札公告は、各支所の掲示板と市のホームページに掲載します。�
　■申請の方法�
　　○申請書は、市のホームページからダウンロードできます。
　　○公告日の翌日から 1 0日以内に申請書を提出してください。（提出先：本庁財務課）
　　○申請書により、入札参加資格の確認を行います。
　■詳しくは、市ホームページ（入札・契約）に掲載しています。�
　　【問合せ先】対馬市総務部財務課　0920 - 5 3 - 6 1 1 1（内線422、423、424）�
�

財務課からのお知らせ（重要）�

国保のコーナー�

『制限付き一般競争入札』の実施について�

　上昇する医療費を抑制するための根本的な対策は、みなさん一人ひとりが日頃から疾病を�
予防し、健康的な日常生活を心がけていくことにあります。�
�

対馬市保健部  保険課  TEL 58-1118

生活習慣改善のためのポイント10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  1 腹八分目を守る　2 野菜は十分にとる　�

3 食塩を減らす  4 動物性脂肪を控える  5 お酒、たばこは控えめに　6 適度な運動を　�

7 ストレスをためない　8 睡眠を十分に   9 肥満をさける　10 定期的に健康診断を�

�

医療諸費（一般）�

医療諸費（退職）�

合　　　　　計�

�

　　15年度　　�

24億1,373万8,303円�

3億6,141万2,430円�

27億7,515万 733円�

�

　　16年度　　�

25億9,936万6,765円�

3億8,019万4,080円�

29億7,956万 845円�

�

　 増  減  額　　�

1億8,562万8,462円�

1,878万1,650円�

2億 441万 112円�

�

 伸び率�

107.69%�

105.20%�

107.37%�

�

計27億7,515万733円� 計29億7,956万845円�

対馬市国民健康保険療養諸費支出状況�

退職被保険者�
療養給付費�

　3億2,612万6,157円�

一般被保険者�
療養費1,713万274円�

退職被保険者�
高額療養費�

　　3,329万7,933円�

一般被保険者�
高額療養費�

　　2億4,919万4,371円�

一般被保険者�
療養給付費�

21億4,741万3,658円　　�

平成15年度�

退職被保険者�
療養給付費�

　　3億4,692万4,694円　�

一般被保険者�
療養費1,655万9,112円�

退職被保険者�
高額療養費�

3,130万9,978円�

一般被保険者�
高額療養費�

　　2億6,732万4,178円�

一般被保険者療�
養給付費�

23億1,548万3,475円　�

平成16年度�

普段からの健康管理がポイント�

退職被保険者�
療養費198万8,340円� 退職被保険者�

療養費195万9,408円�
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年金コーナー�

韓国の学び方�
長崎国際大学　李昌訓氏�
対馬とも縁の深い「韓国」。�
現代の韓国とは？最新情報�
そして観光の裏側まで！！�

パソコンとの正しいつきあい方�
長崎国際大学　尾場　均氏�
今や一家に一台のパソコン。�
正しい利用法とは？ネットの�
表と裏の世界に迫ります。�

音楽の素晴らしさ�
ギター奏者　姫野　秀平氏�
音楽の楽しさ、楽器の素晴ら�
しさを一緒に考えてみたい！�
ミニコンサートで癒しの世界を。�

　国民年金に任意加入していなかったことで、障害基礎年金等の受給権を持っていない障害者の方に対して、
福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設され、４月１日から施行されました。�
１．支給の対象となる方�
　国民年金の任意加入対象とされていた方で�
①昭和61年３月以前に被用者年金制度等に加入（又は受給等）をされていた方の配偶者。�
②平成３年３月以前の学生であって、当時任意加入していなかった期間内に、障害の原因となった傷病の初
　診日があり、現在障害基礎年金の１級、２級相当の障害の状況にある方が対象となります。�
　なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することが出来る方は対象となりません。�
２．ご注意いただきたいこと�
　請求書の受付は、平成17年４月１日から市役所の各支所・出張所で受付を開始しています。この給付金の
支給は、できる限り早めに請求書を提出してください。�
　このため、必要な書類等が全て揃わない場合であっても、請求書の受付を行っています。まずはなるべく
早く受付を行ってください。�
３．支給額（平成17年度）�
①障害基礎年金１級相当に該当する方＝月額５万円　 ②障害基礎年金２級相当に該当する方＝月額４万円�
※障害者手帳の等級とは異なります。�
《留意点》�
○ご本人の所得が一定の額以上であるときは、支給が全額又は半額に制限される場合があります。�
○老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額を支給します。�
○経過的福祉手当を受給されている方が特別障害給付金の支給を受けた場合は、経過的福祉手当の支給は停
止となります。�

■問合せ先　長崎社会保険事務局長崎北事務所�
　　　　　　TEL ０９５‐８６１‐１２１１�
　　　　　　または、対馬市各支所住民生活課　年金担当まで�

特別障害給付金制度が始まりました�
�

社会保険事務局の出張相談のお知らせ�
◎平成17年８月４日（木）９時～15時�
上対馬総合センター�

19：30～�

19：30～�

19：30～�

上対馬総合センター�

豊玉文化会館�

美津島文化会館�

どの講座へも自由に参加できます。�
問い合わせは対馬市教育委員会まで�

8月5日(金)

8月19日(金)

9月2日(金)

み
ん
な
の�

生
涯
学
習�

from
JUNIORS

自
分
の
生
き
が
い
新
発
見
！�

対
馬
市
生
涯
学
習
市
民
講
座�

電    話  0 920 - 8 6 - 3 727  (生涯学習課)�
ファックス  0 9 20 - 8 6 - 4 433

入場無料�
�
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　対馬市では、成人歯科検診・妊産婦歯科検診の結果から、すでに20才代で喪失歯がみられるため、�
「20才代で１本も歯を抜かない、25才で28本の歯を残す」ことを目標に歯の健康づくりをすすめて�
います。�
　あなたも是非この機会に、成人歯科健診を受診しましょう。�
　　　　　　■対 象 者…満19才以上の対馬市民�
　　　　　　■実施期間…平成17年４月１日から平成18年３月31日まで�
　　　　　　■健 診 料…健診料は無料です。ただし、１人年１回です。�
　　　　　　　　　　　　※２回目以降は、全額自己負担となりますのでご注意ください。�
　　　　　　■申込方法…下記の歯科診療所及び歯科医院へ直接電話し、�
　　　　　　　　　　　　「成人歯科健診を希望」と伝えて予約してください。�
　■健診を実施する機関�

＊詳細は、各支所健康福祉課にお問い合わせください。�

５２－０４１７�
５２－３１１７�
５２－１５６４�
５２－２８４４�
５７－０７７７�
５６－１１７２�

５４－２５２６�
５４－２０１１�
５８－０４０２�
５８－００５６�
８２－０７８５�
８３－０４１８�

８４－２２６３�
８４－５２２１�
８５－１００５�
８６－３９１９�
８６－３９２２�

高森歯科診療所�
ひ ろ 歯 科 医 院 �
清 水 歯 科 医 院 �
厳原歯科診療所�
豆酘歯科診療所�
佐須歯科診療所�

いとせ歯科医院�
竹 村 歯 科 医 院 �
阿比留歯科医院�
大 浦 歯 科 医 院 �
峰 歯 科 診 療 所 �
みたらい歯科医院�

佐須奈歯科診療所�
佐護歯科診療所�
仁田歯科診療所�
上対馬歯科クリニック�
久 富 歯 科 医 院 �

　６月の環境月間にあわせ、対馬市６支所管内の

不法投棄合同パトロールが、警察署、対馬保健所、

産業廃棄物協会などの協力で行われました。�

　パトロールの結果、山林や道路に、布団、衣服、

生ごみをはじめとした生活ごみや車、家電製品等

が不法に捨てられたり放置されていました。�

　不法投棄は景観を損ねるだけでなく、環境汚染

を招くことにもなります。ボランティアによる清

掃活動など、環境を守る活動の一方で、このよう

な不法投棄があることはとても悲しいことです。�

　また、廃棄物の「野焼き」は大量の黒煙や悪臭

が発生し、近隣に対して大きな迷惑をかけること

になります。また、ダイオキシンと呼ばれる化学

物質（環境ホルモン）が発生するといわれており、人の体への影響が心配されています。�

　ドラム缶やブロックを積み上げただけの炉や設備が十分でない焼却炉での焼却も、「野焼き」と同じ

ことと見なされます。（農業者が行う稲わら等の焼却は条件付で例外的に認められています。）�

　このような、廃棄物の「不法投棄」「野焼き」は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で重い罰則

（５年以下の懲役又は１千万円以下の罰金）の規定されている「犯罪行為」です。ごみは分別、減量化

に努め、決められた方法できちんと処理し、生活環境を守りましょう。�

■問合せ先……対馬保健所衛生環境課　５２－０１６６　対馬市役所廃棄物対策課　５３－６１１１�

　　　　　　　厳原支所住民生活課　５２－１２１１　美津島支所住民生活課　５４－２２７１�

　　　　　　　豊玉支所住民生活課　５８－１１１１　峰 支 所 住 民 生 活 課　８３－０３０１�

　　　　　　　上県支所住民生活課　８４－２３１１　上対馬支所住民生活課　８６－３１１１�

不法投棄されたゴミの状況（05’６月）�
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　体が不自由な方、知的障害をお持ちの方またはその家族の方々からの相談に応じ、様々なサービスを

受けるために必要な指導・助言をお願いし、障害をお持ちの方々と市との橋渡し役としてご活躍いただ

いています。�

　困っていることや悩んでいることがございまし�

たら、遠慮なくご相談ください。�

　なお、個人の情報は固く守られますのでご安心�

ください。�

※第８回特別弔慰金が支給されます�

　■対 象 者……戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成17年４月１日において、公務扶助料や遺族年金

　　　　　　　　等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人�

　　　　　　　　　１．弔慰金の受給権者�

　　　　　　　　　２．戦没者等の子�

　　　　　　　　　３．①父母　②孫　③祖父母　④兄弟姉妹�

　　　　　　　　　　（戦没者等と生計関係を有していなかった方等は除かれます）�

　　　　　　　　　４．上記３以外の①父母　②孫　③祖父母　④兄弟姉妹�

　　　　　　　　　５．上記１から４以外の三親等内の親族�

　　　　　　　　　　（戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上生計関係を有していた方に限られます）�

　■支給内容……額面40万円、10年償還の記名国債�

　■請求期間……平成17年４月１日から平成20年３月31日まで�

　■請求窓口……お住まいの各支所健康福祉課福祉班�

　■問合せ先……各支所健康福祉課福祉班または対馬市福祉事務所（☎58-2294）までお問い合わせ�

　　　　　　　　ください。�

　野生の鳥獣を無断で捕獲・飼育すると法律で罰せられます。�

　その中で、メジロとホオジロについては許可を受ければ、愛玩用と

して捕獲・飼養ができます（飼育については、１世帯につきどちらか

１羽）。ただし、捕獲について３月～６月は、繁殖期間のため捕獲で

きません。詳しくは市役所観光交流商工課（☎53‐6111）または各

支所総務課へお尋ね下さい。�

厳原町日吉

厳原町豆酘内院

厳原町椎根

美津島町 知甲

美津島町竹敷

豊玉町田

豊玉町横浦

峰町三根

上県町佐須奈甲

上対馬町豊

52-1985�

57-0296�

56-1114�

54-3988�

54-2779�

58-0189�

58-0670�

83-0035�

84-2517�

86-2707

厳原町国分

美津島町 知

豊玉町廻

峰町志多賀

上県町佐須奈

上対馬町河内

52-0025�

54-2323�

59-0068�

82-0205�

84-2611�

86-2619

氏　　名� 住　　　所� 電話番号�

氏　　名� 住　　　所� 電話番号�

【身体障害者相談員】�

【知的障害者相談員】�

山　中　和　夫�

沖　本　恭　子�

阿比留　秀　男�

岡　野　計　政�

小茂田　　　穣�

三　原　叶　也�

濱　田　安　食�

佐々木　三　吉�

平　川　松　好�

阿比留　　　隆�

朝　鍋　好　市�

扇　　　良　富�

末　松　辰　雄�

阿比留　義　教�

山　本　治　之�

武　末　伸　夫�

ヤマ　　ナカ�

オキ　　モト�

  ア  ビ   ル�

オ カ      ノ�

 コ　モ　ダ�

 ミ        ハラ�

カズ 　　オ�

キョウ　 コ�

ヒ デ      オ�

カズ     マサ�

          ユタカ�

ヤス      ナリ�

  ア       ジ キ�

サン      キチ�

マツ      ヨシ�

　　     タカシ�

ヨシ      イチ�

ヨシ      トミ�

タ ツ       オ�

ヨシ      ノリ�

ハル      ユキ�

ノ ブ       オ�

ハ マ      ダ�

サ　サ　キ�

ヒラ      カワ�

 ア　ビ　ル�

アサ      ナベ�

オウギ　　�

スエ      マツ�

  ア　ビ　ル�

ヤマ      モト�

タケ      スエ�
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■募集人員…受付、艇の運搬、選手への飲料水等のサービスなど合計約200名�

■参加資格…高校生以上で健康に自信のある方�

■申込方法…申込用紙もしくは電話でお申込下さい。�

■開 催 日…平成17年９月18日（日）　�

　　　　　　スタート午前10時～（小雨決行）�

■場　　所…豊玉町沿岸（メイン会場　豊玉町総合運動公園）�

■種　　目…シングルフルマラソン（約35km）�

　　　　　　シングルハーフマラソン（約17km）�

　　　　　　タンデム（2人乗）フルマラソン（約35km）　�

　　　　　　タンデムハーフマラソン（約17km）�

■参 加 料… 一　般  10,000円�

　　　　　　中高生    5,000円�

■申込締切…平成17年８月18日（金）�

申込み・問合せ先�

　〒817-0021　対馬市厳原町今屋敷668（対馬観光物産協会内）�

　対馬シーカヤックマラソン大会実行委員会事務局�

　TEL：0920-52-1566　　FAX：0920-52-1585�

　ホームページ：http://www.tsushima-net.org/seakayak/

（１）試　験　手　数　料…各試験とも8,300円�

（２）申請書受付期間…平成17年８月17日（水）～８月22日（月）（土、日曜日を除く４日間。�

　　　　　　　　　　　ただし、ボイラー関係は8月22日（月）～8月25日（木）の４日間）�

（３）試　験　会　場…長崎県総合福祉センター（長崎市茂里町３番24号）�

（４）日　　　　　程�

※試験についての問合せは、上記の各団体のほか�

「九州安全衛生技術センター」（☎0942-43-3381）へお願いします。�

第 一 種 衛 生 管 理 者 �

第 二 種 衛 生 管 理 者 �

潜 水 士 �

一 級 ボ イ ラ ー 技 士 �

二 級 ボ イ ラ ー 技 士 �

クレーン運転士（床上運転式含む）�

移 動 式 ク レ ー ン 運 転 士 �

ガ ス 溶 接 作 業 主 任 者 �

林 業 架 線 作 業 主 任 者 �

発 破 技 士 �

（社）長崎県労働基準協会�

　　☎095-849-2450

（社）日本ボイラー協会　長崎支部�

　　☎095-824-7589

（社）日本クレーン協会　長崎支部�

　　☎095-822-8929

（社）長崎県労働基準協会�
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